
令和７年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務仕様書

（適用）

第１ この仕様書は、高知県造林事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）等の規定に基づく事業の

実施確認業務に適用する。

（業務の着手）

第２ 受託者は、契約締結後５日以内に業務に着手し、書面（様式―１）により委託者に提出しなければな

らない。

（用語の定義）

第３ この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」の定義は次のとおりとする。

（１）「指示」とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し業務に関する方針、基準又は計画等を

示し実施させることをいう。

（２）「承諾」とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し委託者が了解することをいう。

（３）「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。

（検査職員）

第４ 検査職員とは、施行地を所管する林業事務所長（嶺北林業振興事務所の所管区域にあっては嶺北林業

振興事務所長）（以下「事務所長」という。）が任命した職員をいう。

２ 事務所長は検査職員を受託者に書面（様式－２）により通知するものとする。

３ 検査職員は、受託者に対して、契約書、仕様書等に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、

協議等の業務を行うものとする。

（管理技術者等）

第５ 受託者は、管理技術者及び確認技術員（確認検査を行う者）を定め、書面（様式―３(１),(２)及び

(４)）により委託者及び事務所長に通知するものとする。また、管理技術者の変更を行おうとする場合

は、管理技術者変更届（様式－３(３)）、確認技術員の変更を行おうとする場合は、確認技術員変更届

（様式－３(５)）を書面により委託者に通知するものとする。

２ 管理技術者は、業務の総括的な管理を行うものとする。

３ 管理技術者は、業務を行ううえで技術上の監督管理を行うに必要な専門的応用実務能力と経験を有す

る技術者でなければならない。

４ 管理技術者は、技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく森林部門の技術士、又は一般社団法人日

本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法（昭和24年法律第188号）第49条により登録された測

量士で、森林・林業、森林土木に関する測量、調査の実務経歴が７年を超えるものでなければならない。

５ 確認技術員は、この仕様書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者による指示、承諾、協

議等の業務を行う者である。

６ 確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、測量法（昭和24年法

律第188号）第49条により登録された測量士、森林法（昭和26年法律第249号）第187条第３項に基

づく林業普及指導員（旧林業専門技術員、旧林業改良指導員）等、専門的技術を有する者でなければな



らない。

７ 確認補助員は、確認業務の際に管理技術者及び確認技術員の補助を行う者である。

（業務計画書）

第６ 受託者は、契約後速やかに業務計画書（様式―４）を作成し、委託者に提出しなければならない。

２ 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、変更業務計画書

（業務計画書に朱書きしたもの）を提出しなければならない。

（提出書類）

第７ 受託者は、関係書類を委託者及び事務所長に遅滞なく提出しなければならない。

（打合せ等）

第８ 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と確認技術員は、常に密接な連絡を取り、業務の内

容について相互に確認しなければならない。

２ 管理技術者は、この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに検査職員と協議

するものとする。

（確認業務の区分）

第９ 確認業務は、事業区分別・事業の種類別・造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員

が指定した施行地について、四半期ごとに実施するものとする。

確認業務の箇所は、１施行地ごとに行う。

２ 要綱別表第１に規定する間伐（環境林整備事業を除く）及び更新伐については、同一の森林経営計

画若しくは集約化実施計画又は森林共同化施業団地の対象区域内の施行地のまとまりを１つの検査団

地とし、1検査団地ごとに乱数表を用いて無作為に抽出した10％以上に相当する数の施行地の現地確

認業務を行うものとする。

３ ２以外の確認業務については、１施行地面積が人工造林２ha以下及び保育５ha以下の施行地につい

ては、現地確認業務を省略できる。

なお、この場合であっても、一申請の施行地のうち乱数表を用いて無作為に抽出した10％以上に相

当する数の施行地は現地確認業務を行うものとする。

（確認業務の内容）

第１０ 確認業務は次により行う。

（１） 確認業務は２名以上の体制で実施するものとする。その内１名以上は管理技術者または確認技術

員でなければならない。

（２）確認業務には、次の二者を立会させるものとする。

ア 事業主体又は委任を受けた代理人

イ 取扱機関の責任者又は代理人

（３） 共通事項

ア 現地が申請書記載の位置であるかどうかを森林計画図、GNSS等を使用して確認するものとする。

イ 面積の判定は、次により行う。



（ア） 申請面積を照査して行うものとする。照査は、２測線以上の測線等を実測し、実測図を確認

する。照査結果が許容誤差（距離は５／100、角度は２度）を超えるとき及び、全地球測位シ

ステム（GNSS）を使用し測量したものについては、誤差が１ｍを超える性能の機種で測定

されている場合並びに許容誤差（座標値3.000：３ｍ）を超えるときは、検査職員に協議する。

ただし、精度の高い既存の実測図等を検討することにより確認できる場合は、それによるこ

とができる。

（イ） 施行地内に100㎡以上の保護樹帯又は岩石地等の除地がある場合は、除外されていることを

確認する。

（ウ） 作業道等の車道については、法頭から法尻までの幅の平均と延長により算出した面積を控除

する。この場合の算出方法は標準断面によるものは標準断面で、実測の場合は実測に基づき行

うものとする。

（エ） 面積の算定は、ha以下２位で止め、３位以下で切り捨てる。

ウ 植栽本数や間伐率の確認業務は、次により行う。

（ア） 確認業務は、面積100㎡以上の標準地において本数検査法により行う。

標準地の区画を明示（テープ等で囲む等）し、植栽については、区画内の植栽本数を計測す

る。間伐については、区画内の間伐本数率（間伐本数／間伐前生立本数）を計測する。

なお、標準地については、確認写真を整理すること。

（イ） 確認業務箇所の選定

植栽は標準地とみなされる箇所を選定する。

間伐は、全域からまんべんなく選定する。

（ウ） 確認業務の箇所数

面積１ha未満の場合は１箇所以上、１ha以上３ha未満の場合は２箇所以上、３ha以上５ha

未満の場合は３箇所以上、５ha以上10ha未満の場合は４箇所以上、10ha以上の場合は５箇所

以上とする。

なお、確認業務を実施した箇所を竣工検査野帳に記入すること。

エ 除地は、施行地内の植栽不可能地であって１箇所の面積が100㎡以上ある場合とし、当該施行地

の面積から差し引くものとする。

オ 林齢は、伐根の年輪等により確認すること。

カ 確認業務の実施箇所については、確認状況の写真等を整理すること。

キ 確認写真（標準地の施工状況が分かる全景写真と、確認者が判別できる写真）は原則として

位置情報が記録されたものとする

（４） 人工造林における確認業務は、次により行う。

ア 植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫に侵されていないかどうかを確認する。

イ 植付本数が１ha当たり1,500 本未満のもの及び枯損率20％を超えるものは、確認を認めず、補

植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。

ウ 特殊地拵え造林の場合には前生樹の処理を行っているかどうか確認し、特殊地拵え造林対象地と

対象外の含まれる場合は、それぞれ面積を算定する。

エ 施行地の地種区分を判定する。

オ 被害地造林については、森林保険に係るり災地該当の有無等を確認する。

（５） 樹下植栽等における確認業務は、次により行う。



ア 樹下植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫におかされていないかどうかを確認する。

イ 植付本数が１ha当たり500本未満のもの及び枯損率が20％を超えるものは、確認を認めず、補

植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。

ウ 別に定める樹下植栽等実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

エ 改良にあっては、別に定める改良実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

（６） 保育事業における確認業務は、次により行う。

ア 別に定める下刈、倒木起こし、除伐等、枝打ち等それぞれの実施基準に適合したものであるかど

うかを判定する。

イ 枝打ちにおける枝打ち高及び枝打ち本数の確認は、原則として標準地法によるものとする。

（７） 間伐及び更新伐における確認業務は、次により行う。

ア 別に定める間伐及び更新伐の実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

（８） 森林作業道等の確認業務は、次により行うものとする。

高知県森林作業道作設指針に適合しているか、現地において次に掲げる項目及び方法により、補

助金交付申請者から提出された出来高設計をもとに当該作業道等の査定設計を行う。

なお、出来高設計と査定とが相違する場合は、出来高設計上に査定を朱書きする。

ア 延長

路線の測点間の距離を累計とし、ポケットコンパス及びメートル縄等により行う。

ただし、幅員３ｍ未満の幅員の場合であって、県の定める標準断面による設計の場合は、斜距

離で測定した距離とすることができる。

イ 横断

各測点ごとに幅員、切取、盛土の勾配及び法長を確認する。

また、切取の法勾配は、幅員３ｍ未満の場合は、切取高２ｍ以下の場合は、直切り、５ｍ以下

の場合は、土砂５分、岩３分として査定する。

なお、令和３年７月１日以降に着手する事業については、切取高１．２ｍ程度以下の場合は、

直切り、５ｍ以下の場合は、土砂６分、岩３分として査定する。

幅員３ｍ以上の場合は、原則として土砂６分、岩３分として査定する。

ただし、アのただし書きによる延長とする場合にあっては、路盤面に対し直角方向の横断を確

認するものとする。

また、保安林における切取勾配は、保安林基準に準ずるものとする。

ウ 土質区分

土質区分の適用状況を検査する。岩質は、横断図の切取断面の岩歩合で査定する。

エ 敷砂利

施工区間、敷幅・敷厚を確認する。

オ 構造物

構造物の規格、数量、仕上がり状況を確認する。

（９）別添ニホンジカ被害調査要領に基づき被害調査を実施する。

（再確認業務）

第１１ 確認業務の結果、当該施行地が検査野帳等の内容に適合しないものであるときは、確認と認めず、

不適合である旨を検査職員に通知するものとする。



２ 受託者は、前項により不適合であるとされた施行地があった場合、検査職員の指示に従うものとする。

（成果の提出）

第１２ 受託者は、四半期ごとの業務が完了したときは、確認業務を実施した事項について検討したのち、

業務完了届（様式－５）に成果品及び検査職員から渡された造林事業竣工検査野帳（所要事項を記載し

たもの）を添付して事務所長に提出するものとする。

２ 事務所長は、提出された成果品に不備等が無く適正かどうかの内容を確認するものとする。

３ 事務所長は、前項を実施後、成果品を受領したときは、成果品確認報告書（様式－６）により森づく

り推進課長に報告するものとする。

なお、成果品確認報告書へは、１項による提出のあった業務完了届の写し及び４項で定める成果品の

うち確認業務実施一覧表（様式－７）の写しを添付するものとする。

４ 成果品とは、次のものをいう。

ア 確認業務実施一覧表（様式－７）

イ 確認写真、写真の画像データ（位置情報が記録されたもの）

ウ 査定設計書

（検査）

第１３ 受託者は、全ての業務が完了した場合は業務完了報告書（様式－８）を委託者に提出し、完了検査

を受けるものとする。

ただし、委託者は、受託者が前条による業務完了届を提出した場合、該当の四半期において必要な検

査を実施することができるものとする。

２ 検査職員は、必要に応じて現地検査を実施するものとする。

（法令遵守について）

第１４ 受託者は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働

安全衛生法（昭和47年法律第57号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、職業安定法

（昭和22年法律第141号）及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、法令違反を行わ

ないこと。

（その他）

第１５ 仕様書に明記していない事項については、委託者と協議し決定する。


